
平
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二
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月
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日
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七
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内
閣
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一
九
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平
成
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十
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年
八
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
領
海
の
境
界
画
定
に
お
け
る
歴
史
的
権
原
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
領
海
の
境
界
画
定
に
お
け
る
歴
史
的
権
原
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
一
か
ら
五
ま
で
の
海
域
の
う
ち
、
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律

第
三
十
号
）
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
我
が
国
の
領
海
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
海
域
は
存
在
し
な
い
と
の
立
場
で

あ
り
、
ま
た
、
第
三
国
間
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
海
域
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る

立
場
に
な
い
。


